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社会福祉法人乙の国福祉会 

（晨光苑相談支援事業所） 

当事業所は長岡京市の指定を受けています。 

（長岡京市指定 第２６３３０００６５４号） 

 本重要事項説明書は、当事業所と指定特定相談支援サービスに関する利用契約の締結

を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び児童福祉法に基づき、事業所の概要

や提供される相談支援の内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。  

 

 ※ 本事業所では、利用者に対して障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援サービ

スを提供します。指定特定相談支援サービスの利用は、原則として計画相談支援の支給

決定を受けた方が対象となります。  

 



《晨光苑相談支援事業所》 重要事項説明書 

 

１ 事業所の概要 

事業所名  晨光苑相談支援事業所 

所在地 京都府長岡京市井ノ内朝日寺２７－２ 

電話番号 ０７５－９５５－００５５ 

管理者氏名 梅垣 剛 

サービスの種類 指定特定相談支援事業所 

事業者指定番号 ２６３３０００６５４ 

事業開始年月日 平成２７年１１月１日 

サービス提供地域 長岡京市、向日市、大山崎町 

事業の目的 

指定計画相談支援の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営

管理に関する事項を定め、指定計画相談支援の円滑な運営管理を図る

と共に、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切

な指定計画相談支援の提供を確保する事を目標とする。 

運営方針 

・指定計画相談支援の実施に当たっては、利用者が自立した日常生活

または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身状況、そ

の置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な障

害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供さ

れるよう配慮して行うものとする。 

・指定計画相談支援の実施に当たっては、利用者等の意思及び人格を

尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行い、利用者等に提供され

る障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業

所等に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。 

・指定計画相談支援の運営に当たっては、市町村、障害福祉サービス

事業者等と連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に

努めると共に、当該利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情に

応じ、適切かつ効果的に行うものとする。 



・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以

下「法」という。）及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援する為の法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関

する基準」（平成 24年厚生労働省令第 28号）に定める内容の他関係

法令等を遵守し、指定計画相談支援を実施するものとする。 

 

 

２ 事業所の職員体制など 

職種 従事するサービスの種類や業務 人員 

管理者 梅垣 剛 １名 

相談支援専門員 山岸 賢、浅尾 研次 ２名 

 

 

３ 営業時間 

 適用日 営業時間 備考 

１ 月曜日～金曜日 ９：００～１８：００ 12月 31日～1月 3日迄は休止 

 

 

４ サービス利用料及び利用者負担 

(１) サービスを利用するための、利用者の負担はありません。サービス等利用計画案の作成やモ

ニタリングの実施、地域移行支援にあたる介護給付費は、事業者が利用者にかわって代理受領し

ます。 

(２) 相談支援専門員が、通常のサービス地域をこえる地域に訪問や出張する必要がある場合は、

旅費（実費）をお支払いいただきます。 

 

 

５ 相談窓口、苦情対応 

(１) 事業所の相談窓口 

苦情解決責任者 梅垣 剛 応対時間 9:00～18:00 

電話番号 075-955-0055 ＦＡＸ番号 075-959-3311 

 

苦情受付担当者 山岸 賢 応対時間 9:00～18:00 

電話番号 075-955-0055 ＦＡＸ番号 075-959-3311 

 



(２) 法人の第三者委員 

苦情受付担当者 梶原 幸子 応対時間 9:00～18:00 

電話番号 075-953-1081 ＦＡＸ番号  

 

(３) その他の相談窓口 

苦情受付担当者 
京都府社会福祉協議会

運営適正化委員会 

応対時間 9:00～17:00 

電話番号  075-952-2152 ＦＡＸ番号  

 

 

６ 法人の概要 

名称・法人種別 社会福祉法人 乙の国福祉会 

代表者名 田村 啓子 

法人所在地 京都府長岡京市井ノ内朝日寺 23番地 

電話 075-955-9000 

ＦＡＸ 075-955-4232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



説 明 確 認 書 

 

 

 契約締結にあたり、重要事項を説明しました。 

 

（事業者）                  

所在地                  

                      

事業者名                 

説明者                  

 

 

契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受けました。 

 

（利用者）                  

住所                   

                      

氏名                   

 

（法定代理人）                

住所                   

                      

氏名                   


